
第 1 回茨木市総合評価競争入札評価委員会 会議録 

（小中学校屋内運動場空調設備等整備事業） 

（要点筆記） 

日 時 令和４年２月８日（火）1０：0０～1２：00 

場 所 茨木市役所 南館 6 階 会議室 

出席者 
茨木市総合評価競争入札評価委員会委員（3 名）（入札公告時まで名簿は非公開） 

茨木市 企画財政部契約検査課、建設部建築課、教育委員会教育総務部施設課 関係職員 

概 要 

【議題】１ 委員長委員長代理の選出、 ２ 事業概要等について、 ３ 落札者決定基準等について 

【配布資料】 事業概要、入札説明書・要求水準書・審査評価基準等の落札者決定基準に係る資料 1 式 

【開催形態】 非公開 

内容 

■評価委員会開催概要 

 

小中学校屋内運動場空調設備等整備事業の事業者選定に向けた入札公告の実施にあたり、

茨木市建設工事総合評価競争入札実施要領第５第１項に規定する落札者決定基準を定める

ため、同要領第４第１項の規定により、落札者決定基準となる審査評価基準案、評価の方法

及び落札者決定の方法について、市から関係資料を説明し、委員の意見聴取を行った。 

   

■評価委員会委員の意見 

 

落札者決定基準となる審査評価基準案、評価の方法及び落札者の決定の方法について、

評価委員会の意見は下記のとおりである。 

 

・換気設備について、入札参加者の提案内容を的確に評価できるよう、平常時及び非常時の

想定を要求水準書に明確に記載すること。 

・本事業は、学校運営を行いながら、短期間に 46 小中学校の屋内運動場に空調設備等整備

を実施することから、業務実施体制、工期設定及び安全性について、入札参加者の提案内

容を的確に評価できるよう、統括管理責任者の役割を要求水準書に明確に記載すること。 

・評価基準書の環境及び省エネの項目にて、ランニングコストに関する提案が評価できるよ

う、要求水準書及び評価基準書に明確に記載すること。 

・本事業は学校で行われるものであることから、児童・生徒への環境教育につながる提案を

入札参加者から受け、提案内容を的確に評価できるよう要求水準書及び評価基準に明確に

記載すること。 

・入札による事業者選定結果の公開について、適切に行えるよう市が決定すること。 

    

■評価委員会委員の意見について、市の対応及び委員の確認 

 

・市は委員の意見を踏まえ、関係資料を適正に整えることとする。 

 

・評価委員会委員は、関係資料が適正に整えられたことを、個別に確認することとする。 

 

以上。 

 

 


